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い

つ

も

ご

支

援

あ

り

が

と

う

ご

ざ

い

ま

す
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６

月

３

日

客

乗

、

６

月

５

日

パ

イ

ロ

ッ

ト

、

高

裁

で

の

判

決

が

で

ま

し

た

。

地

裁

の

判

決

を

上

回

る

ほ

ど

納

得

の

い

か

な

い

判

決

で

し

た

。

６

月

１７

日

、

愛

媛

出

身

の

原

告

３

人

を

含

む

客

乗

７１

名

、

パ

イ

ロ

ッ

ト

６４

名

が

最

高

裁

に

上

告

し

ま

し

た

。

 

 

７

月

２５

日

、

梅

雨

明

け

の

う

だ

る

よ

う

な

猛

暑

の

中

、

松

山

市

コ

ム

ズ

で

行

わ

れ

た

報

告

集

会

に

は

、

７０

名

を

超

え

る

方

々

に

お

集

ま

り

い

た

だ

き

、

暖

か

い

ご

支

援

に

感

謝

す

る

と

と

も

に

、

こ

れ

か

ら

先

も

心

折

れ

る

こ

と

な

く

３

人

で

頑

張

っ

て

い

こ

う

と

決

意

し

ま

し

た

。

 

 

２

０

１

０

年

末

の

解

雇

か

ら

早

３

年

半

が

過

ぎ

解

雇

撤

回

裁

判

は

、

地

裁

、

高

裁

、

最

高

裁

と

在

職

中

に

は

想

像

だ

に

し

な

か

っ

た

展

開

と

な

っ

て

い

ま

す

。

人

生

に

は

思

い

も

よ

ら

ぬ

こ

と

が

起

こ

り

ま

す

。

解

雇

は

本

当

に

残

念

で

悔

し

い

出

来

事

で

は

あ

り

ま

し

た

が

、

そ

の

お

か

げ

で

、

こ

れ

ま

で

ご

縁

が

な

か

っ

た

方

々

と

め

ぐ

り

あ

い

、

行

く

こ

と

の

な

か

っ

た

場

所

に

出

か

け

、

や

る

こ

と

の

な

か

っ

た

こ

と

に

挑

戦

し

、

い

ろ

い

ろ

な

経

験

を

さ

せ

て

い

た

だ

き

大

変

エ

キ

サ

イ

テ

ィ

ン

グ

な

毎

日

を

過

ご

し

て

お

り

ま

す

。

あ

の

ま

ま

在

職

し

て

い

る

よ

り

た

ぶ

ん

、

人

間

的

に

も

ひ

と

ま

わ

り

大

き

く

な

っ

た

気

が

し

ま

す
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（

体

重

も

含

め

て

）

こ

れ

か

ら

も

き

っ

と

い

ろ

ん

な

こ

と

が

起

き

る

こ

と

と

思

い

ま

す

。

 

 

南

予

の

女

は

働

き

者

で

お

人

よ

し

と

司

馬

遼

太

郎

先

生

が

評

し

て

く

だ

さ

っ

て

い

ま

す

が

、

も

う

ひ

と

つ

正

直

者

で

あ

る

と

い

う
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と

も

付

け

加

え

さ

せ
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い

た

だ

き

た

い

と

思

い
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す

。

不

正

と

嘘

は

ど

ん

な

立
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で
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あ

っ
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り

ま

せ

ん
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こ
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ら

も

ご

支

援

よ

ろ

し

く
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願
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た

し

ま

す

。

 

 

ＪＡＬ不当解雇撤回をめざす愛媛決起集会が７月２５日にコムズで

開かれました。 

弁護団の今村幸次郎弁護

士は、東京高裁判決には、

憲法が保障する労働基本

権、生存権、人格権など

を基礎に置くべき使用者

の雇用維持努力義務を考慮しない致命的な欠陥があると指摘。 
 
 山口宏弥パイロット原告団長は、地裁判決の２ヵ月後に、最高裁元判

事が日航の社外取締役に就任したことなどを示して、裁判所の独立性に

疑問が持たれると厳しく批判しました。 

 愛媛出身の原告３人は、「不当

判決に屈せず勝利するまでたた

かう」と力強く決意表明。愛媛合

唱団と「あの空へ帰ろう」を合唱

して、７０人余の参加者は支援の

意を固めあいました。 
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１９８５年８月１２日、日航１２３便の

ジャンボ機が、群馬県の御巣鷹山に墜落し

た事故から２９年が経ちました。５２０名

の犠牲者を出した史上最悪の航空機事故

でした。ここに改めて、亡くなられた方々

のご冥福をお祈りいたします。 

当時の日航は、整備の考え方を変えて、

「儲ける整備」をめざしていました。成田

空港などでは、自社機の整備よりも外国機

の整備に力を入れました。その結果、職場

では“人がいない“部品がない”、“時間が

ない”といった状態でした。 

事故後に会長に就任した伊藤淳二氏(カ

ネボウ出身)は、事故の反省から「絶対安

全」「現場第一」「公正明朗な人事」「労使

関係の安定融和」を掲げました。 

飛行機ごとに「機付整備士制度」を設け、

責任を明確にしました。また、安全対策と

して、管理職である機長の組合活動を認

め、機長の声を経営に反映させました。客

室乗務員については、組合所属による差別

を是正しました。これは、安全の確立には、

自由にものが言える明るい職場が必要と

考えたからでした。 

２０１０年１月の経営破たん後、会長に

就任した稲盛和夫氏(京セラ出身)ら経営

陣は、本業以外の数々の経営の失敗を不問

にして、社員に責任を押し付けてきまし

た。社内教育では“あなた方が会社を潰し

た”との意識を持たせ、雑誌のインタビュ

ーでは「利益なくして安全なし」「安全・

安全と、御巣鷹山事故がトラウマになって

いる」などと発言しています。そして、社

員には最小の費用で最大の利益(売上)を

求めています。燃料節減のために台風を突

っ切るパイロットが出る背景には、このよ

うな経営方針があります。 

 日航は破たん後、事業規模を 3 分の 2

に縮小しましたが、今では路線を次々と拡

大しています。今年 5 月には、整備トラ

ブルが相次ぎ、重整備を 5 日間も中止し

ました。原因には人手不足もありますが、

重整備の海外委託や、ベテラン整備士の大

量退職の影響も無視できません。客室乗務

員は年休が取れない状態です。解雇後に

1820 名を新規採用し、現場は 3 人に一人

は新人です。しかし、84 名は解雇された

ままです。パイロットについても、解雇後

に 130 名もの自主退職もあり不足してき

ていますが、ベテランの 81 名を戻しませ

ん。今、日航に求められているのは御巣鷹

山事故の教訓を生かすことではないでし

ょうか。 


